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公募設置等指針の概要 

 

Ⅰ 事業概要 

１ 名称 

この事業の名称は「千波公園（黄門像広場周辺地区）拠点整備事業」（以下「本事業」という。）

とする。 

 

２ 目的 

（１）事業実施の背景 

千波公園は水戸市（以下「本市」という。）の中心地である都市核の一部であり，水と緑のシ

ンボル空間として広く市民に愛され，隣接する偕楽園とともに本市を代表する公園となってい

る。 

本事業は，2016年（平成 28年）5月に策定した「水戸市偕楽園公園（千波公園等）整備基本

計画」に基づき，千波公園を市民の憩いの空間として，また，観光交流拠点として再整備を進

めるものである。 

 

（２）公募の目的 

偕楽園・千波湖周辺は，歴史，自然の特色を有した市内随一の重要な観光拠点であり，さらな

る魅力の向上・創出を図ることが求められている。特に，千波公園は昭和 40年の開設からこれま

で，さまざまな市民のニーズ等に対応してきたが，さらにその歴史や自然等の特色を活かした観

光資源となる公園づくりが必要である。 

そこで，民間活力の導入により，千波公園の新たな核として，偕楽園を利用される方を含め，

誰もが気軽に利用できる施設を整備し，来園者に更なる付加価値を与えることができるような賑

わい創出拠点を形成することで，より一層の千波公園の魅力の向上が実現されることを目指して

広く民間事業者の知見を集めて施設整備を行うため，公募を行うものである。 

 

３ 公園の概要 

・名称  ：千波公園         ・所在地：水戸市千波町，常磐町ほか 

・敷地面積 ：72.01 ha               ・都市公園の種別：総合公園 

・用途地域 ：第一種低層住居専用地域 

・その他の都市計画：千波風致地区 

 

４ 公募対象区域 

公募対象区域である黄門像広場周辺地区は下図のとおりとし，面積は約 17,000 ㎡とする。ま

た，公募対象区域内に設置可能な建築面積の合計の上限は 5,000㎡とする。 
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５ 事業の概要 

（１）本事業の内容 

平成 29 年の都市公園法改正により創設されたパークＰＦＩ制度を導入し，応募者が公募対象

公園施設及び特定公園施設の整備を行うものとする。 

本事業の内容は以下のとおりとし，整備には計画，設計及び工事までを含む。 

・公募対象公園施設の整備及び管理運営 

・特定公園施設の整備及び管理運営 

 

（２）本事業の流れ 

① 設置等予定者の選定 

② 公募設置等計画の認定・公示 

③ 基本協定の締結 

④ 設計，建築確認等 

⑤ 実施協定の締結 

⑥ 設置管理許可 

⑦ 工事 

⑧ 公募対象公園施設等の運営開始 

 

（３）事業スキーム 

① 実施主体及び費用負担等 

項目 公募対象公園施設 特定公園施設 

整
備 

実施主体 認定計画提出者 認定計画提出者 

費用負担 認定計画提出者 

認定計画提出者・市 

（市の負担割合の上限は９

割とする） 

位置付け等 
認定計画提出者が公園施設 

設置許可を受けて整備 

認定計画提出者が公園施設

設置許可を受けて整備し，

整備後，公園施設譲渡契約

により市へ譲渡 

管
理
運
営 

実施主体 認定計画提出者 認定計画提出者 

費用負担 認定計画提出者 認定計画提出者 

位置付け等 
認定計画提出者が公園施設 

設置許可を受けて管理運営 

認定計画提出者が公園施設 

管理許可を受けて管理 

※なお，保証金として後掲（Ⅱ－２－(４)）の設置許可使用料相当額の１年分を納付すること。 

 

② 認定の有効期間 

公募設置等計画の認定の有効期間は，工事開始日から 20年間とする。 

なお，公募対象公園施設の設置許可期間は，許可日から最長 10年間とし，当該期間内に認

定計画提出者からの設置許可の更新申請により，上記認定の有効期間内で許可を与えること

とする。ただし，有効期間には，公募対象公園施設の解体・更地返還に要する期間を含むもの

とする。 
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Ⅱ 提案を求める公募設置等計画 
１ 提案に関する事項 

以下に示す本市の風致保全方針を踏まえ，周辺環境や公園の景観と調和したものとする。 

 

・千波湖，桜川，沢渡川などの水辺地，桜川緑地をはじめとする緑地と調和した景観 

・斜面地及び一団の斜面樹林地と調和した景観 

・偕楽園をはじめとした歴史的資源と調和した景観 

・千波湖を中心とした眺望景観 

 

２ 公募対象公園施設に関する事項 

（１）公募対象公園施設の種類 

①千波公園が来園者にとってより魅力的に感じられ，賑わい創出拠点となりうるような施設

とする。 

②施設は，都市公園法第 5条の 2第 1項及び都市公園法施行規則第 3条の 3に規定されてい

る施設とする。 

例：施設の具体例として，飲食・物販等の機能を有する収益施設や日常利用者・ランナー

などの利便性向上に資する施設等 

 

（２）施設整備に関する事項 

①施設は，高さ 10ｍまでとする。 

②施設整備にあたっては，水戸市景観条例に適合させることとするほか，ユニバーサルデザ

インに配慮した計画とする。 

③公募対象区域内の既存施設や立竹木等が支障物となる場合は，本市と協議の上で事業者の

負担により移設又は撤去する。 

④事業区域の一部が『水戸黄門漫遊マラソン』のコースとなることから，事業区域内でコー

スの前後区間一連で安全な施設配置とする。 

 

（３）管理運営に関する事項 

①公園利用者が利用しやすく，安全・安心に配慮した管理・運営とする。 

②公園利用者の利便性を考慮し，原則，通年営業を基本とする。 

③営業時間については，市民利用の利便性を考慮した上で，本市との協議により決定する。 

 

（４）公募対象公園施設の使用料の最低額 

 認定計画提出者は，公募対象公園施設の設置許可面積に対して，自ら提案した設置許可使用料

単価を乗じた額を，設置許可使用料として本市に支払うこととする。 

水戸市都市公園条例第 16 条別表第３において１㎡あたり 60 円／月と設定していることから，

公募対象公園施設の設置許可使用料単価の提案は，以下の最低額以上とする。 

 

設置許可使用料単価の最低額：60円／㎡・月×12月＝720円/㎡・年 

 

（５）私権の制限 

認定計画提出者は，認定計画提出者が所有する公募対象公園施設について，抵当権その他の権

利の設定，構成団体以外の第三者への譲渡もしくは所有権の移転等は不可とする。 

 

３ 特定公園施設に関する事項 

（１）特定公園施設の種類 

本市と締結する協定に基づき，公募対象公園施設の設置又は管理を行うこととなる者が整備す

る。 
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例：園路，広場，トイレ等 

 

（２）本市による特定公園施設等の整備費用の負担 

本市が負担する費用の範囲は，特定公園施設の整備及び埋設管の切り回しに要する費用のうち

９割以内とし，上限額については以下のとおりとする。  

 

本市が負担する費用の上限額 50,000千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

Ⅲ 公募の実施に関する事項等 

１ 審査方法等 

（１）審査の流れ 

設置等予定者の選定は，本市が都市公園法第 5 条の 4 に基づき，提案のあった公募設置等

計画について第一次審査及び第二次審査を実施し，第一次審査を通過した提案については，プ

レゼンテーションを実施する。 

 

（２）選定委員会 

公募設置等計画の審査にあたり，選定委員会を設置する。選定委員会では，応募者から提出

された公募設置等計画について下記の評価基準に基づき審査を行い，最優秀提案及び次点提案

を選定する。なお，選定委員会の委員は公園計画，景観，観光，経営・財務，建築の専門分野

から学識経験者等を選定し構成することとする。 

 

（３）評価基準 

提出された公募設置等計画について，評価基準に沿って評価を行う。 

なお，評価基準については，都市公園法第 5 条の 2 第 6 項に基づき，選定委員会の意見を

もって決定する。 

評価基準の項目 

(1)事業の方針 

(2)事業実施体制 

(3)公募対象公園施設及び特定公園施設整備計画 

(4)公募対象公園施設及び特定公園施設管理運営計画 

(5)収支計画及び価額審査 

 

２ 損害賠償責任 

認定計画提出者は，本業務実施に当たり，認定計画提出者の故意又は過失により，本市又は第

三者に損害を与えたときは，認定計画提出者がその損害を，本市又は第三者に賠償するものとす

る。 

 

３ 事業破綻時等の措置 

認定された公募設置等計画の有効期間内に認定計画提出者による事業が破綻した場合，都市公

園法第 5条の 8に基づき，認定計画提出者は本市の承認を得て，別の民間事業者に事業を承継さ

せることとする。また，事業を承継せず終了させる場合は，認定計画提出者の負担により公募対

象公園施設を撤去し，更地にして返還することとする。 
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■用語の定義 

用語 定義 

公募設置管理制度 

（パーク PFI） 

・ 平成 29年の都市公園法改正により新たに設けられた，飲食店，売店等の

公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と，当該施設

から生ずる収益を活用してその周辺の園路，広場等の一般の公園利用者

が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を，公募に

より選定する「公募設置管理制度」のこと。 

公募対象公園施設 

・ 都市公園法第5条の2第1項に規定する「公募対象公園施設」のこと。飲食

店，売店等の公園施設であって，都市公園の利用者の利便の向上を図る

上で特に有効であると認められるもの。 

特定公園施設 

・ 都市公園法第 5条の 2第 2項第 5号に規定する「特定公園施設」のこ

と。公園管理者との契約に基づき，公募対象公園施設の設置又は管理を

行うこととなる者が整備する，園路，広場等の公園施設であって，公募

対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の

向上に寄与すると認められるもの。 

公募設置等指針 
・ パーク PFIの公募に当たり，都市公園法第 5条の 2の規定に基づき，地

方公共団体が各種募集条件等を定めたもの。 

公募設置等計画 
・ 都市公園法第 5条の 3の規定に基づき，パーク PFIに応募する民間事業

者等が公園管理者に提出する計画。 

設置等予定者 
・ 審査・評価により，最も適切であると認められた公募設置等計画を提出

した者。 

認定計画提出者 
・ 公園管理者が，都市公園法第 5条の 5の規定に基づき認定した公募設置

等計画を提出した者。 

 

 

■事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※トイレは，公募対象区域内にある既存トイレの機能維持を条件とする。公募対象公園施設と一

特定公園施設 
認定計画提出者による整備・ 
管理運営 

公募対象公園施設 
認定計画提出者による整備・ 
管理運営 

広場やトイレ等 

公募対象公園区域 

収益施設 

別途，指定管理者 
による管理 
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体となった整備も可能とするが，その場合 24時間利用可能となるよう工夫をすること。 

 

 

 

 

■法令抜粋 

 

【都市公園法】 

第五条の二 公園管理者は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前

条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は

管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効

であると認められるもの(以下「公募対象公園施設」という。)について、公園施設の設置又は管理

及び公募の実施に関する指針(以下「公募設置等指針」という。)を定めることができる。 

 

【都市公園法施行規則】 

（公募対象公園施設の種類） 

第三条の三 法第五条の二第一項の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであつて、

当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認め

られるものとする。 

一 休養施設 

二 遊戯施設 

三 運動施設 

四 教養施設 

五 便益施設 

六 令第五条第八項に規定する施設のうち，展望台又は集会所 

 


